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はしがき

　初版を発行して４年を経過しました。この間、家事事件手続法が制定・施
行され、また、家庭裁判所における家事事件の取組みが理論的・実践的に深
化しています。さらに、社会の注目を集めた最高裁判所の判決を含め、多数
の裁判例が出ています。相続に関する税制のフォローも欠かせませんところ、
平成25年に税制改正が行われ、平成27年１月１日以降の相続について税の
扱いも変わります。このような事情から本書改訂版を出版するものです。
　超高齢社会を迎え、高齢者の介護や生活の維持が課題となっている一方
で、生前において財産の承継・事業の承継を検討する方が増えています。相
続をめぐる相談の前段階において、高齢者の尊厳の確保や生活支援、財産の
保護の必要性が急激に増大しています。
　相続の相談にあずかっていますと、初版のはしがきに書きました通り、民
法の均分相続の原則が実情に合致しているのかどうかを疑問に思うときがあ
ります。また、遺言制度が適切に利用されているのか疑問に思うときもあり
ます。こうしたことを考えますと、遺産分割協議や家庭裁判所における調停・
審判において、望ましい遺産の分割が行われることを期待せざるを得ません。
本書が引き続き読者の皆さんのお役に立つことを祈念しております。
　最後に、この場を借りて、改訂版執筆のために時間を割いていただいた執
筆者の皆さん、頁数の制約があるにもかかわらずわがままを許していただい
た学陽書房と担当者の齋藤氏ほか各位に謝意を表するものです。

　平成26年6月　　　　　　　　　　　

弁護士　　髙　　岡　　信　　男
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合）／共有状態解消のための手続（特定遺贈、全部包括遺贈

以外の場合） 

●14　相続と登記
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共同申請の例外／遺産分割後の登記／相続人の債権者による
登記（代位登記） 

「相続させる」旨の遺言の登記申請手続 314

「相続させる」旨の遺言の効力／遺言執行者の登記権限 

数次相続における登記申請手続 317

数次相続における登記手続の原則／直接登記の可能な場合／
中間の相続が共同相続の場合 

共同相続と登記 319

法定相続の場合／指定相続分の場合／登記手続 

相続放棄と登記 321

登記の要否／登記手続 

遺産分割と登記 323

登記の要否／相続放棄の場合との異同／登記手続 
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遺贈と登記 326

登記の要否／登記手続 

相続分の譲渡と登記 328

相続分の譲渡の意味／相続分の譲渡と公示／登記手続 

賃貸人たる地位の相続と登記 330

賃貸人たる地位の移転と登記の要否／相続による賃貸人たる
地位の移転の場合 

●15　渉外相続
 

日本人の配偶者の外国人が日本で死亡した場合 334

管轄／準拠法／外国相続法の調査方法 

日本人が死亡して海外に遺産がある場合 337
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外国人の遺言方法 343

遺言の方式の準拠法に関する法律／遺言の方式／遺言の使用
言語／遺言能力など／遺言の取消 

遺言事項その他の準拠法 346

適用通則法37条1項の適用範囲／適用通則法37条1項の適
用外とされる事項／適用通則法37条2項の適用範囲

在日外国人の遺言についての遺言執行者 348

遺言執行者選任の国際裁判管轄／準拠法
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●16　相続税・贈与税
 

相続税の基本 352

相続税の計算方法／本件ケースの相続税の額／相続税の申
告期限／相続税の申告書の提出義務 

節税のための生前対策・生前贈与・教育資金一括贈
与・相続時精算課税制度・非上場株式の贈与税納税
猶予 358

相続税の節税対策／相続財産の評価額を下げる方法／養子縁
組／生前贈与／住宅取得等資金の贈与税非課税制度／教育資
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る贈与税の納税猶予 
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者がいる場合の相続税の計算 367

みなし相続財産／生命保険金について／退職慰労金について
／非課税限度額／相続放棄について

墓地、葬式費用、債務、公租公課、弁護士費用・税
理士費用の相続税計算上の取扱い 371

墓地など祭祀承継に関する非課税財産／葬儀費用／債務控
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無体財産権／株式／生命保険契約に関する権利 

居住用、事業用不動産の評価 384

小規模宅地等の特例／適用方法／適用除外 
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相続税の申告、延納、分割払い、物納はどのように
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相続税の申告／相続税の納付／延納／物納／納税猶予制度／
遺産分割と第二次納税義務について 

申告期限内に遺産分割協議が成立しない場合の申告 394

相続税の申告期限と未分割／未分割の場合の相続税の申告／
未分割のまま申告をする場合のデメリット／一部分割済みの
場合／申告期限後に分割が調った場合 

遺贈によって遺産を取得した場合、生命保険金を
受け取った場合の課税 397
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　巻末資料 407
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利益相反と選任された特別代理人の義務

Q 父（45歳）が交通事故で死亡し、相続人は母（43歳）と私（17
歳）と妹（14歳）です。父の遺産としては自宅と銀行預金が
あります。私や妹は未成年者なので、父の遺産の分割を母が１
人で決めることになるのでしょうか。私にも考えがあるのですが
どうすればよいでしょうか。

A 親権者であるお母様はあなたの法定代理人にあたりますが、遺
産分割協議については利益相反の関係にあたります。あなたと
妹さんのために、それぞれ特別代理人の選任申立を家庭裁判所
に行って、特別代理人に遺産分割の協議をお願いしてください。
また、特別代理人は本人であるあなたの利益を確保する義務が
ありますので話し合ってください。

1 相続人に未成年の子がいる場合の遺産分割協議

　遺産分割の協議において、親権者である親と子どもが共同相続人の場合、
利害の対立が全くないような場合も想定されます。しかし、外形上、客観的
性格上、利害の対立が生ずるおそれがあるといえます【最三小判昭和48年４月
24日判時704号50頁】【最一小判昭和49年７月22日家月27巻２号69頁】。すなわ
ち、夫が死亡して妻と未成年の子どもが相続人となる場合、遺産分割の協議
について妻である母と子どもとの間に利益の相反が認められます。したがっ
て、母が子どもの親権者として遺産分割の協議を進めることはできず、特別
代理人を選任しなければなりません（826条１項）。親権者において衡平を欠
く意図がなく、利害の対立が現実化していなくても利益相反に該当しますの
で、特別代理人の選任が必要です【前掲最三小判昭和48年４月24日】。
　相続人として未成年の子が数人いる場合、その子らの間でも利益相反しま
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すので、子一人ひとりについて各別の特別代理人の選任が必要です【前掲最
一小判昭和49年７月22日】。

２ 相続放棄と利益相反

　親権者である母が相続放棄をした場合、その相続に関しては、母は初めか
ら相続人とならなかったものとみなされるので、相続人の子らとの間で利益
相反は認められません【最二小判昭和53年２月24日民集32巻１号98頁参照】。
したがって、相続放棄をした母は子の１人について法定代理人として遺産分
割の協議を行うことができますが、子ども間では利益相反がありますので、
他の子のために特別代理人の選任が必要です（なお、被相続人の配偶者が相続
放棄するかどうかは、相続税の控除との関係で慎重な検討が必要です）。

３ 特別代理人によらない遺産分割協議の効力

　特別代理人を選任せずに相続人でもある親権者が、子の代理人も兼ねて遺
産分割協議を成立させた場合、無権代理行為となり、子が成年となって追認
しない限り、無効（行為の効力は子に及ばない）です。親権者が途中まで遺産
分割の協議を進めていて、その後に特別代理人が選任された場合、特別代理
人が先の遺産分割協議を追認したときは遡って有効になります。

４ 後見人等との利益相反

　以上は親権者と未成年の子が相続人となった場合に限らず、後見人と被後
見人とが相続人となった場合も同様です（860条）。ただし、後見監督人が選
任されている場合は後見監督人が被後見人の代理人となります（851条４号）。
　保佐人と被保佐人とが共同相続人となる場合は、保佐人は臨時保佐人の選
任を求めなければなりません（876条の２第３項）。保佐監督人がある場合は、
保佐監督人が被保佐人の遺産分割協議の同意権ないし代理権があります。
　補助人と被補助人とが共同相続人となる場合も同様です（876条の７第３
項）。

５ 特別代理人の選任手続

　親権者（後見人等）もしくは利害関係人は、子の住所地の家庭裁判所に特
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別代理人の選任審判の申立を行います（家手177条、117条２項、128条２項、
136条２項）。必要書類として親権者（後見人等）の戸籍謄本、子（被後見人等）
の戸籍謄本、特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票、利益相反行為の関係書
面です。申立書や必要書類は家庭裁判所のホームぺ―ジで紹介されています。

６ 特別代理人の義務

　特別代理人は代理人ですから、本人である未成年の子・被後見人等との関
係で善管注意義務を負いますし（644条）、本人の意思を確認できる場合はそ
の意思を確認しつつ遺産分割の協議を行うことは当然です。15歳以上の子は
遺言能力を有するとされていますし（961条）、未成年者は法定代理人の同意
を得て法律行為が可能とされていることもあり（５条１項）、子の意思を尊重
しなければなりません。
　また、特別代理人の権限は選任審判によって定められますが、選任審判に
遺産分割協議書案が添付されて権原が付与されていることがあります。また、
申立人が推薦した方が特別代理人に選任されることがあります。いずれの場
合でも、本人保護の観点から、遺産について調査義務を負っており、申立人
を安易に信じて調査を怠ったり、遺産分割協議書案を鵜呑みにして協議を成
立させると善管注意義務違反の責任を問われることがあります【広島高岡山支
判平成23年８月25日判時2146号53頁】。

（髙岡信男）
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